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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
昭
和
五
十
三
年
東
京
都
告
示
第
千
二
十
四
号
（
東
京
都
日

影
に
よ
る
中
高
層
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
に
関
す
る
条
例

の
規
定
に
基
づ
く
図
書
の
縦
覧
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
企
画
課
）…
一

○
平
成
二
十
三
年
東
京
都
告
示
第
千
三
十
六
号
（
建
築
計
画

概
要
書
等
閲
覧
場
所
の
設
置
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…（
同
）…
一

○
都
道
の
区
域
変
更
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
一

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
号

昭
和
五
十
三
年
東
京
都
告
示
第
千
二
十
四
号
（
東
京
都
日
影
に
よ

る
中
高
層
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
く

図
書
の
縦
覧
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
九
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一
の
表
中
「
小
平
市
花
小
金
井
一
丁
目
六
番
二
十
号
」
を
「
東
村

山
市
本
町
一
丁
目
二
十
三
番
地
九
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
九
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
一
号

平
成
二
十
三
年
東
京
都
告
示
第
千
三
十
六
号
（
建
築
計
画
概
要
書

等
閲
覧
場
所
の
設
置
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
九
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

表
中
「
小
平
市
花
小
金
井
一
丁
目
六
番
二
十
号
」
を
「
東
村
山
市

本
町
一
丁
目
二
十
三
番
地
九
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
九
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
九
月
十
六
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
九
月
十
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

日
原
鍾
乳
洞

二

変
更
の
区
間

西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
日
原
字
一
原
六
百
二
十
六

番
一
地
内
か
ら
同
所
六
百
十
六
番
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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